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年度 24年度 25年度 26年度 27年度

軽減率 ０．２ ０．４ ０．６ ０．８

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
は
、
平
成
18
年

３
月
に
、
伊
奈
町
・
谷
和
原
村
の
合

併
に
よ
り
新
た
に
特
定
市
（
※
）
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
市
内
に
あ
る
市
街
化
区

域
内
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
特
定
市

街
化
区
域
農
地
課
税
に
な
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
合
併
特
例
法
に
よ
り
合
併

の
翌
年
度
か
ら
５
年
間
（
平
成
19
年

度
か
ら
23
年
度
）
は
、
合
併
前
の
課

税
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
合
併
特
例

法
の
適
用
は
５
年
間
に
限
ら
れ
る
た

め
、
平
成
24
年
度
か
ら
は
特
定
市
街

化
区
域
農
地
課
税
と
な
り
ま
す
。

※
特
定
市
（
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
）

と
は
、
東
京
都
の
特
別
区
、
三
大
都
市

圏
（
首
都
圏
、
近
畿
圏
、
中
部
圏
）
に

あ
る
政
令
指
定
都
市
お
よ
び
既
成
市
街

地
、
近
郊
整
備
地
帯
な
ど
に
あ
る
市
を

い
い
ま
す
。
つ
く
ば
み
ら
い
市
は
、
近

郊
整
備
地
帯
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

□
農
地
に
対
す
る
課
税

　

農
地
は
、
課
税
の
上
で
次
の
よ
う

に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
お
よ

び
課
税（
税
負
担
の
調
整
措
置
な
ど
）

に
つ
い
て
、
異
な
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。（
下
図
参
照
）

□
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
税
額
計
算

・
固
定
資
産
税
…
評
価
額
×
特
例
率

（
１
／
３
）
×
税
率
（
1
・
４
％
）

・
都
市
計
画
税
…
評
価
額
×
特
例
率

・
固
定
資
産
税
…
評
価
額
×
特
例

率
（
１
／
３
）
×
軽
減
率
×
税
率

（
1
・
４
％
）

・
都
市
計
画
税
…
評
価
額
×
特
例

率
（
２
／
３
）
×
軽
減
率
×
税
率

（
0
・
３
％
）

農  地

一般農地

市街化区域
農地

一般の市街化
区域農地

三大都市圏の
特定地の市街
化区域農地
（特定市街化区域農地）

（評　価） （課　税）

農  地  評  価

宅地並み評価

宅地並み評価

農地に準じた課税
（農地と同様の負担調整措置）

農  地  課  税

宅地並み課税

市
街
化
区
域
内
の
農
地
に
対
す
る

　
　
　
　
　

宅
地
並
み
課
税
に
つ
い
て

　

つ
く
ば
み
ら
い
市

で
は
、
平
成
24 

年
度

か
ら
新
た
に
特
定
市
街

化
区
域
農
地
課
税
が
始

ま
り
ま
す
が
、
急
激
な

税
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
課
税
の
適
正
化
措

置
と
し
て
、
平
成
24 

年
度
か
ら
平
成
27
年
度

ま
で
、
下
表
の
軽
減
率

に
よ
っ
て
税
額
を
算
出

し
ま
す
。

　

軽
減
率
の
適
用
は
、
平
成
24
年
度

か
ら
平
成
27
年
度
ま
で
の
４
年
間
と

な
り
ま
す
。
特
定
市
街
化
区
域
農
地

課
税
へ
の
移
行
に
伴
う
手
続
き
は
特

ご
み
の
分
別
、
一
部
の
収
集
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
ご
み

の
分
別
方
法
や
一
部
収
集
方
法
が
変

わ
り
ま
す
。

　

ご
み
の
分
別
に
つ
い
て
は
、
３
分
類

増
え
、
左
の
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
資
源

化
を
し
て
、
ご
み
の
減
量
化
に
つ
な

げ
る
た
め
で
、
蛍
光
管
に
つ
い
て
は
、

少
量
の
水
銀
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

不
燃
ご
み
で
出
し
て
い
た
だ
き
、
環

境
セ
ン
タ
ー
内
で
分
け
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
24
年
度
か
ら
は
、
別
に
出

し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
粗
大
ご
み
に
つ
い
て
は
、

平
成
24
年
度
か
ら
戸
別
収
集
と
な
り
、

１
点
５
０
０
円
の
収
集
運
搬
料
を
、

徴
収
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

粗
大
ご
み
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

の
市
民
か
ら
定
期
的
に
排
出
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
収
集
運
搬
や
処
理

過
程
に
お
い
て
も
、
普
通
の
ご
み
に

比
べ
手
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
利
用
す
る
方
に
一
部
負
担
を
し

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
、
今
回

収
集
運
搬
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な

る
理
由
で
す
。（
詳
細
は
別
途
お
知
ら

せ
し
ま
す
）

※
新
し
い
分
別
の
手
引
き
に
つ
い

て
、
平
成
24
年
２
月
に
配
布
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　

  

谷
和
原
庁
舎
生
活
環
境
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
３
６
）

問

１ 可燃ごみ １ 可燃ごみ
２ 不燃ごみ ２ 不燃ごみ
３ 粗大ごみ ３ 粗大ごみ

４ 資 源 物

４ 缶類
５ 無色ビン
６ 茶色ビン
７ その他色ビン
８ 新聞紙
９ 雑誌・雑がみ
10 ダンボール紙
11 紙パック
12 古布

13
プラスチック製
容器包装

14 ペットボトル

５ 有害ごみ
15 乾電池・体温計
16 蛍光管

※色つきのところが、増える分別区分
になります。

（
２
／
３
）
×
税
率
（
0
・
３
％
）

　

た
だ
し
、
今
年
度
の
価
格
に
特
例
率

を
か
け
た
額（
本
来
の
課
税
標
準
額
Ａ
）

と
比
べ
て
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
低

い
場
合
に
は
、
今
年
度
の
課
税
標
準
額

は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

①
前
年
度
課
税
標
準
額
が
Ａ
の
80
％

　

以
上
1
０
０
％
未
満
の
場
合

　

↓
前
年
度
課
税
標
準
額
と
同
額
に

　

据
え
置
き
ま
す
。

②
前
年
度
課
税
標
準
額
が
Ａ
の
80
％

　

未
満
の
場
合

　

↓
前
年
度
の
課
税
標
準
額
＋
Ａ
×

　

5
％

　

宅
地
並
み
課
税
は
、
以
前
か
ら
宅

地
並
み
課
税
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な

し
て
算
出
し
た
課
税
標
準
額
か
ら
計

算
し
ま
す
。

　

こ
の
宅
地
並
み
課
税
で
は
、
国
が

定
め
る
本
来
の
課
税
標
準
額
の
80
％

に
到
達
す
る
ま
で
上
昇
し
、
80
％
を

超
え
る
と
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

   

伊
奈
庁
舎
税
務
課　

☎
58
‐
２

１
１
１
（
内
線
１
１
３
１
、１
１
３
5

問

）

に
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。


